
処遇改善に関する具体的な取り組み 

 

      処遇改善に向けた取り組みの見える化 

 

介護職員の処遇改善につきましては、令和元年（2019 年）10 月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定に

おいて「介護職員等処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。 

当該加算を受けるためには以下の要件を満たしている必要があります。 

  

＜介護職員等処遇改善加算の算定要件＞ 

1.現行の処遇改善加算（Ⅰ）を取得していること。 

2.介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取り組みを行っていること。 

3.介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについてホームページの掲載等を通じた「見える化」を行って

いること。 

※ 3 の「見える化」要件とは、新加算の取得状況や賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み

内容を、介護サービス情報公表制度や自社のホームページを活用して、外部から見える形で公表すること

です。 

 

介護職員等処遇改善加算を有効に活用し、賃金面においてベースアップ、定期昇給、昇格昇給、手当の増

額のほか、特に経験を積み技術を身に着けた介護職を主に処遇改善手当を付け、年収が段階的に増えるよ

うな改善策を実施しました。 

 

以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み（賃金以外）について、以下の

とおり公表いたします。 

 

 

      当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み（賃金以外） 

区 分 職場環境要件事項 当法人としての取り組み 

入職促進に向けた

取組 

事業者の共同による採用・人事

ローテーション・研修のための

制度構築 

法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方

針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化

しています。                

採用に関しては、年齢や経験問わず採用も行って

おり、有資格者・無資格者等、全ての職員に対し

て新人研修及び定期研修等を行っています。  

また、当法人内の事業所と連携し、採用活動、人

事異動等を行っています。 

 

資質の向上やキ 

ャリアアップに 

向けた支援 

働きながら介護福祉士取得を目

指す者に対する実務者研修受講

支援や、より専門性の高い介護

技術を取得しようとする者に対

する喀痰吸引、認知症ケア、サ

ービス提供責任者研修、中堅職

員に対するマネジメント研修の

職員の資格取得、研修受講を積極的に推奨し、働

きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務

者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を

取得しようとする者に対する喀痰吸引、サービス

提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント

研修の受講支援等その受講料や研修費等の補助を

行っております。介護職員実務者研修をはじめそ



受講支援等 

 

研修に受講やキャリア段位の制

度と人事考課との連携 

 

上位者・担当者等によるキャリ

ア面談など、キャリアアップ等

に関する定期的な相談の機会の

確保 

の他の研修等では、勤務シフトを考慮し職員が資

格取得、研修や講習を受けやすい環境を整えてい

ます。資格取得者に対して、給与や昇給等の処遇

面で評価もしております。 

研修については新人研修、中堅研修等、勤務経験

に応じて計画的に職員のスキルアップを図る為、

研修受講しております。 

また職員全体の「資質の向上」を図る観点から内

部研修を定期的に開催し、外部研修で習得した知

識・技能のフィードバックを行い、計画的に人材

育成を図っています。            

エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポー

ト等をする担当者）制度等導入 

 

両立支援・多様 

な働き方の推進 

職員の事情等の状況に応じた勤

務シフトや短時間正規職員制度

の導入、職員の希望に即した非

正規職員か正規職員への転換の

制度等の整備 

 

有給休暇が取得しやすい環境の

整備 

 

子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者

のための休業制度等の充実を行っています。  

また、職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや

産前産後休暇または育児休暇や介護休暇及び短時

間勤務の制度も行っています。また、育児休暇後

の家庭環境に応じた時短勤務や配属場所の変更職

員の希望に即した非正規職員から正規職員への転

換の制度等、職員の希望に沿った形で対応してお

ります。また計画的に有給休暇が取得出来る様、

有給休暇の取得状況の見える化を行っています。 

 

③腰痛を含む心身 

の健康管理 

短時間勤務労働者等も受診可能

な健康診断・ストレスチェック

や、従業者のための休憩室の設

置等健康管理対策の実施  

 

事故・トラブルへの対応マニュ

アル等の作成等の体制の整備 

電動ベッドの導入による介護業務での業務の効率

化を図ると共に、職員の研修等による腰痛対策の

実施するなど、腰痛対策等負担軽減を図っており

ます。また職員への福利厚生として腰痛予防のコ

ルセットまたサポーターの購入費の一部補助を行

っています。 

事故防止安全委員会を設置し 1回/2か月定期的に

開催。各種事故対応マニュアルや BCP等を整備

し、ヒヤリハットや事故報告書等を活用して、イ

ンシデントの分析、責任の所在を明確化にしてい

ます。マニュアルの活用により全職員が不安なく

安心して速やかに事故等に対応できるように取り

組んでいます。                  

また、定期健康診断の実施等健康管理を強化して

おり、全職員を対象としたストレスチェック実施

及び産業医による面接指導を行っています。 

 

⑨生産性向上のた

めの業務改善の 

取組 

タブレット端末等のＩＣＴ活用

の導入による業務量の縮減 

 

業務手順書の作成や、記録・報

告様式の工夫等による情報共有

や作業負担の軽減 

端末によるデータ入力、記録業務等の省略化によ

り業務量の縮減が図れ、介護ソフトの活用による

情報共有、記録の電子化、全部署にて情報共有が

できることにより連携が図れ、業務の効率化を図

っています。 

これにより介護職員の事務作業の負担軽減や利用

者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサー

ビス提供等の業務の省略化・効力化を図っていま

す。 

また、業務手順書マニュアルを作成し、記録に関

しては ICT化によって手書き記録の作業負担の軽

減を行っています。 

 



⑩やりがい・働き

が いの醸成 

ミーティング等による職場内コ

ミュニケーションの円滑化によ

る個々の福祉・介護職員の気づ

きを踏まえた勤務環境や支援内

容の改善 

 

利用者本位の支援方針など障害

福祉や法人の理念等を定期的に

学ぶ機会の提供 

 

ケアの好事例や、利用者やその

家族からの謝意等の情報を共有

する機会の提供 

 

入社時に法人理念を学ぶほか、必要な情報の共有

を図っております。また各事業所、各委員会等に

てミーティングを通して、職場内コミュニケーシ

ョンを円滑に行えるよう取り組んでいます。人材

不足にならないよう積極的に職員の採用を行い、

一人一人の業務負担を軽減しています。 

地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上

の資する、地域の児童・生徒や住民との交流の実

施を行っています。 

 

 


